
【公報種別】意匠公報の訂正
【発行日】令和５年１２月１４日（２０２３．１２．１４）

【登録番号】意匠登録第１７５８７９８号（Ｄ１７５８７９８）
【掲載公報発行日】令和５年１２月５日（２０２３．１２．５）
【年通号数】登録公報（意匠）２０２３－２２８

【意匠分類】Ｂ３－１２
【出願番号】意願２０２３－８００７（Ｄ２０２３－８００７）

【訂正の要旨】【意匠権者】の【住所又は居所】に誤りがあったので以下のとおり訂正する。
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】令和５年１２月５日（２０２３．１２．５）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１７５８７９８号（Ｄ１７５８７９８）
（２４）【登録日】令和５年１１月２７日（２０２３．１１．２７）

（５４）【意匠に係る物品】ペンダントトップ
（５２）【意匠分類】Ｂ３－１２
（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１４）Ｃｌ．１１－０１

【Ｄターム】Ｂ３－１２Ａ、Ｂ３－１２ＶＺＡ
（２１）【出願番号】意願２０２３－８００７（Ｄ２０２３－８００７）
（２２）【出願日】令和５年４月１７日（２０２３．４．１７）

（７２）【創作者】
【氏名】関　祐司

【住所又は居所】神奈川県川崎市中原区北谷町４２コーポ千２０１
（７３）【意匠権者】
【識別番号】５２３１４５１９２

【氏名又は名称】関　祐司
【住所又は居所】新潟県小千谷市土川２丁目１９－１６
（７４）【代理人】

【識別番号】１００１３７３３８
【弁理士】
【氏名又は名称】辻田　朋子

【新規性喪失の例外の表示】意匠法第４条第２項の適用申請が有りました。
【審査官】須田　紳　　　

（５５）【意匠に係る物品の説明】本物品は、２枚１対のフレームと、宝石とで構成されたペンダントトッ
プである。宝石は、断面図に示されるように２枚のフレームの間に挟まれて固定されている。正八面体の宝
石をトランプのダイヤとし、フレームにハート、スペード、クローバーをイメージした切り欠きや凹みが施

されている。
（５５）【意匠の説明】実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。図に
現れる細線は、立体表面の形状を特定するものであり、意匠の模様を構成するものではない。一点鎖線は部

分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の境界を示す線である。背面図は、正面図と対
称のため省略する。右側面図は、左側面図と対称のため省略する。
【図面】
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【斜視図】
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【正面図】
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【左側面図】
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【平面図】



(6) 意匠公報１７５８７９８

【底面図】
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【Ａ－Ａ’線断面図】
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【Ｂ－Ｂ’線断面図】
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【参考図】


